
」

（該

当） （非該当）、 被
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ア

イ

にも （ア、イ）は不要

です。

被保険者と扶養認定を受ける方双方のマイナンバーが届書に記載されてい

　ること。

・上記添付書類（ア、イ）により、扶養認定を受ける方の続柄が届書の記

載と相違ないことを確認した旨を、事業主が届書に記載していること。※

※事業主が確認した旨を記載していない場合でも、被保険者と配偶者の

婚姻関係、または被保険者と20歳以下の子との親子関係（子の出生を契

機とする届出の場合を除く。）を明らかにする場合で、被保険者と扶養

認定を受ける方に日本の戸籍がある場合は添付書類（ア、イ）を不要と

することができます。
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（給与所得等の収入が

ある場合、月額 108,333円以下。雇用保険等の受給者の場合、日額 

3,611円以下であること。） 

 

 

「被扶養者（異動）届（非該当）」の届出が必要と

な

 
 

非該当
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ただし、１６歳未満または１６歳以上の学生は除きます。

 

にも  

出生、婚姻又は養子縁組（子が20歳以下の場合のみ）を契機とする届出

　であること。

・被保険者と扶養認定を受ける方に日本の戸籍があること。

・被保険者と扶養認定を受ける方双方のマイナンバーを記載していること。
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の法

 

 

または管轄の
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